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Ⅰ．法人の経営理念 

 １．経営理念 

  (1)私たちの使命 

私たちは、私たちが活動する地域社会において、自分や自分の大切な人が抱える心

身の障害や生活環境上の問題によって、様々な「不自由」「生きにくさ」を現に経験

し、または経験するだろうリスクを有する人々に対して、適切な専門性の担保された

養護、介護、及びこれに関連する諸サービスを提供することを通じて、誰もが自分の

存在に誇りを持ち、生きる喜びを享受するとともに、自分の家族や隣人の存在を素直

に喜ぶことができる社会づくりに貢献します。 

  (2)私たちの目指す姿 

      私たちは、常に前向きであり、成長すること、困難に立ち向かうこと、人の幸福に

貢献することにこのうえのない喜びを感じる職員集団による、調和と活力に満ちた働

きによって、私たちが活動する地域社会において、養護、介護、及び関連する諸サー

ビスのもっとも信頼される提供者となることを目指します。 

   (3)私たちの信念 

尊厳・・私たちは、すべての人間は、一人ひとりが「かけがえのない存在」であり、 

      生きる価値を有するということを信じます。 

公正・・私たちは、私たちが地域社会において存在するためには、私たちの行う 

      活動が常に公正なものでなければならないと信じます。 

有能・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、私たちが、私たちの能力を 

常に向上させるために努力し、私たちの提供する養護、介護、及びこれに関 

連する諸サービスをより効果的なものとすることが必要であると信じます。 

協働・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、私たちが、私たちの活動す 

る地域社会に根を張り、地域社会を育てるとともに、地域社会に支えられる

という、協働の精神を重んじるべきであると信じます。 

革新・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、既成概念にとらわれず、新 

しい発想のもとで組織運営に取り組む努力が永続的に必要であると     

信じます。 
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Ⅱ．事業構成及び組織図 

 １．法人の組織図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（註）    は連絡・調整・伝達の関係を示す。 
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 ２．事業所の組織図 

 

総務部 

 

（１）組織構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．部署別業務分掌 

部署 主な業務 

共通 

◯理事会・評議員会開催に関すること 

◯法人に関する各種申請・届出 

◯新規事業準備等に関すること 

◯社会貢献活動に関すること 

○法人規則・規程の制定または改廃について 

会計担当 
◯資産の管理に関すること 

◯予算・決算・月次報告に関すること 

人事労務担当 

◯職員の労務管理に関すること 

◯職員に関する各種届出 

◯職員の福利厚生に関すること 

◯職員募集に関すること 

◯法人全体の職員の教育・訓練に関すること 

 

事務職員 事務職員 

総務部長 

総務課長 

（人事） 

総務課長 

（会計） 
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Ⅰ．法人の経営方針 

 介護事業全体で、資金収支差額が 2017 年度は△78,100,588 円の赤字、2018 年度△

48,969,491 円の赤字、2019 年度（3 月補正段階）で 2,960,413 円の黒字と、徐々に改善

がみられてきたが、なお、厳しい状況が継続している。 

本年度も引き続き、利用率の向上、各種加算の確保等による収入増を図るとともに、時

間外勤務の削減、非正規職員配置の抑制等による人件費をはじめとする支出減を図ること

により、財務の健全性を回復することが重要な課題である。 

 介護人材の不足は引き続き深刻の度合いを強めている。とくに本法人が事業を行う地域

では、本年度も、海老名市内における他産業の人材需要が旺盛であることに加えて、新規

施設・事業所の開設に伴う人材需要の持続的増大を背景として、人材確保は一層厳しい環

境となっている。このような状況の下で、本法人では一部事業において利用者の受け入れ

を抑制する等の対応をとらざるをえない状態が継続している。 

こうした中で、各事業所において上司と部下とのコーチング面談を進めるなどの取り組

みにより、職員の離職率の低下（定着率の向上）には一定の成果が上がっているが、引き

続きこの努力を継続するとともに、各種の求人活動の強化、ＥＰＡをはじめとする外国人

人材の導入拡大等、新規人材の確保を強力に推進する必要がある。 

 児童福祉分野においては、財務状況は健全な状態が継続しているが、他方で、介護分野

と同様に、他産業との競合等によって、人材確保については困難性が増していることから、

介護分野と同様に、職員の定着促進、新規人材の確保に努める。 

 

 

Ⅱ．法人の重点課題 

１．事業経営の安定確保 

⑴介護事業の安定的経営 

 稼働率を一層高め、収支を安定させ、効率化を図り、介護事業全体として２％程度の黒

字を確保することを目指す。 

⑵児童福祉事業の安定的経営 

 各種の職員配置加算にかかる収入（措置費、市補助金）を確保するために職員の確保に

注力し、児童福祉施設のみで、５％以上の黒字を確保することを目指す。 

 

２．サービスの質の継続的改善 

 各事業所の所長（利用者処遇に関する業務執行理事）のリーダーシップにより、各事業

所の特性に即した品質マネジメント活動の継続的改善を進める。 

 

３．職員の充実 

⑴経営理念（ミッション、ビジョン、バリュー）の浸透 

 経営理念（ミッション、ビジョン、バリュー）の浸透は、職員教育の枢要である。各事

業所・部において、所長・部長（教育・訓練に関する業務執行理事）が主体となって、経

営理念を単なる標語ではなく、職員の日常の業務実践と結びつけて職員に理解させること

に注力する。 

⑵資質向上、資格取得支援 

 法人の研修受講支援制度、資格取得支援制度を活用して、職員の資質向上、資格取得を

促進する。 
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⑶職員研修の充実 

各事業所・部において所長・部長（教育・訓練に関する業務執行理事）のリーダーシッ

プのもと、内部研修を着実に実施する（各事業所の計画を参照）。 

⑷ワークライフバランスの確保 

育児・介護休業制度の適正な運用、有給休暇の取得促進等により、職員のワークライフ

バランスの確立を図る。 

⑸「対話する組織」の実現 

職員の成長を支援し、合わせて納得と理解に基づく職場運営を促進するため、過去３か

年にわたり進めてきた上司と部下とのコーチング面談の成果を土台として、コーチングの

実効性を高めることに注力する。 

また、法人全体の統一的研修として過去２年にわたり実施してきた「エルダー研修」を

継続し、新規採用者を対象とした先輩職員による個別支援を強化する。 

 

４．人材確保 

 深刻な人材確保難に直面している中、既存職員の定着、新規人材の確保に一層注力する。

⑴就労形態の多様性を広げ、就労を希望する人が柔軟に勤務できるよう、人事制度の見直

しを進める。 

⑵職員が新たに職員となる人材を紹介したときに「人材確保協力奨励金」を支給する制度

について職員の理解を促進し、職員による人材確保への協力を奨励する。 

⑶育児休業、介護休業の制度利用を促進し、職員の定着推進（離職防止）を図る。 

⑷上司と部下、同位者相互間のコーチング面談を普及し、職員の職場に対する納得と理解

を高めることにより、定着促進を図る。 

⑸ＥＰＡを含む外国人人材の導入を拡大する。 

⑹「特定技能」外国人人材の獲得、活用について情報収集を進める。 

⑺「働き方改革」関連法令に適合するだけでなく、10 年後を見据えて、新しい時代にふ

さわしい人事制度、給与制度を検討し、結論を得て、2021年度の実施を目指す。 

  

５．事業の着実な実施 

⑴コミュニティケアおおや（高齢者住宅）の入居者確保 

 コミュニティケアおおや（高齢者住宅）の入居率は、2018 年度に漸進的に改善したも

のの 2019 年度には再び利用者の低下がみられた。利用者確保のための対外的広報活動を

強化し、年間 90％以上の入居率を目指す。 

⑵通所系事業の利用率の向上 

コミュニティケアおおやの「通い」、えびな北高齢者施設・えびな南高齢者施設の通所

介護、中心荘第二老人ホームの認知症通所介護の利用率を高め、いずれも、年間平均 80％

以上を目指す。 

⑶中心荘第一・第二老人ホームの方向性の検討 

 老朽化が進む中心荘第一・第二老人ホームについては、当法人の財務状況（建築自己資

金の確保の見通し）及び人材の確保状況を見極めつつ、引き続き今後の方向性の検討を進

める。 

⑷児童福祉事業の強化 

 国が 2018 年度に示した「新しい社会的養育ビジョン」に基づき、相模原市においても

「社会的養育推進計画」の改定作業が進行している。この中では、既存施設の小規模化等

とともに、家庭支援、里親支援の充実等、あらたに強化する政策が具体化されることが見

込まれる。これらの新たな政策課題について相模原市との意思疎通を図りつつ、一時保護
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事業、ショートステイ事業、フォスタリング事業等の実施を検討する。 

 

７．「制度の谷間」、生活困窮者支援の活動の強化 

⑴一事業所一実践の継続 

 各事業所で行う地域住民のための制度外の取り組み（公益的取組）を継続し、さらに強

化する。 

⑵「かながわライフサポート事業」の取り組みの継続 

 神奈川県社会福祉協議会が行う「かながわライフサポート事業」（生活困窮者のための

総合相談と緊急経済支援の取り組み）に継続して参加し、生活困窮者の支援を行う。 

⑶学習支援事業の充実 

 2019 年度に相模原南児童ホームで開始した、地域の生活困窮家庭等の児童を対象とし

た学習支援事業を一層充実するとともに、中心子どもの家においても可及的すみやかに実

施する。 

⑷ユニバーサル就労支援事業の実施 

 いわゆる「ひきこもり」の若者など、就労や社会参加に困難を背負う人々にユニバーサ

ル就労支援を行う事業を一層充実する。 

 

 

Ⅲ．総務部の計画 

１．総務部の方針 

中心会は、海老名市を中心とした神奈川県央地域で、社会生活に課題を抱えた人々が、

自由に、素直に、心の底から喜怒哀楽を表現できる社会づくりをめざし活動したいと願っ

ています。そのためには専門性をもった養護、介護、支援、サポートを皆様に提供できる

ような職員集団の構築が不可欠です。安心して働ける「働きたくなる」職場づくり。ライ

フスタイルに合致した人間味豊かな職場構築。心で作り出すサービス。これらを実現でき

る職員育成に努めます。そして、ご利用くださる皆様に、「中心会でよかった」と言って

いただけるよう、私たちは行動し続けます。 

 

２．社会福祉法人の事務手続き 

⑴理事会および評議員会について 

原則として、理事会および評議員会は６・９・１２・３月の年４回開催する。各開催前

後の必要な事務手続きを確実に行う。 

⑵評議員および評議員選任解任委員の改選手続きについて 

次年度は、評議員および評議員選任解任委員の改選が予定されるため、選任手続き等に

漏れが無いよう準備・事務処理を行う。 

⑶社会福祉法人に求められる必要な事務手続き 

社会福祉法及び関係法令に定められた社会福祉法人として必要な事務手続きを、継続し

て確実に実施する。 

 

３．職員の充実 

⑴資格取得支援について 

法人の資格取得支援策に則って以下の取り組みを前年度に引き続き継続しておこなう。 

①介護支援専門員や介護福祉士、社会福祉士等の受験要件や、初任者研修等受講要件を

満たす職員を抽出し、受験・受講を促進する。 
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②介護職員に対しては、無資格の正規職員に対する介護職員初任者研修・就労中の正規

職員に対する実務者養成研修など、提携校と協力しながら介護福祉士資格取得ができる

ように支援する。 

⑵「ストレスチェック」の確実な実施 

ストレスチェックの義務化を受けて、今年度も確実に実施できるよう、事業所及び産業

医の協力を引き続き得ながら進める。 

(3)法人全体の職員の教育、育成について 

 ①新任職員研修 

  2021 年 3 月の研修実施に向けて、新任職員が安心して確実に就業を開始できるため

に、参加予定者への事前案内や事業所が企画する研修部分の日程等の確実な回収配布、

外部研修機関との調整等の手続きを確実に行う。 

 ②組織風土診断 

  全国社会福祉法人経営者協議会が提供する無料の「組織風土診断ツール」を引き続き

利用し、配布・回収・データ処理等の処理を確実に行う。 

 ③エルダー研修 

  エルダー研修を実施すると同時に、エルダー制度が法人内に定着し、機能するよう制

度の更なる整備、推進を行う。 

 ④地震･火災 通報訓練及び救援出動訓練 

  年間の訓練基本計画に基づき、確実に総務部および各事業所が実施することにより、

地震又は火災の発生の際に職員が適切に行動できるようにする。 

   

(4)新任職員への関わりについて 

  前年度に引き続き、就職後一定の期間、正規職員新任職員への面談を総務部にて行い、

働き方等、特に労務面の見地からのヒアリングを行う。このことにより、職員の定着率

向上に寄与する。 

 

４．人材確保 

えびな南高齢者施設及びえびな北高齢者施設の短期入所事業の規模の一時縮小から一

日も早く元の規模に戻すべく、且つ、縮小してもなお欠員となっている状態を改善するた

めに、以下⑴から⑷の取り組みを確実・効果的に実施する。 

(1）法人の「強み」の明確化とＰＲ活動 

 本法人がもつ福利厚生制度等、働き手から見た「魅力」「強み」は何かを職員からのア

ンケート等を通じて明確にし、これらをＰＲ活動の材料として活用し、人材確保につなげ

る。 

(2）法人ホームページの閲覧機会を増やすための取り組み 

本法人ホームページの求人フォームを経由した応募者が一定数あることから、ホームペ

ージをより多くの方に見てもらうことができる方法を模索し、実施する。 

(3)地域の潜在的介護人材の掘り起し 

3年前より非常勤職員の確保の一環として、職場説明会・介護体験会を実施していたが

年を追って参加人数も減少し、今年度の同体験会参加者からの採用者は 1名のみとなった。 

このような状況を踏まえ、一旦同体験会を休止し、今までの参加者のニーズ等を踏まえ、

体験会の在り方を見直す。 

(4)EPA候補者の受け入れ 

8月より受け入れ予定の EPA候補者ベトナム人、12月より受け入れ予定の EPA候補者イ

ンドネシア人、フィリピン人の受け入れに向けて、事業所と協力し準備を進める。 
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(5)EPA候補者の導入拡大 

 次年度の EPA候補者導入に向けて、求人登録手続きや、現地説明会への参加等、継続的

に導入できるよう取り組む。 

(6)学卒求人 

 年々低下傾向にある学卒内定者人数の状況を踏まえ、以下の取り組みを行う。 

 ①学校訪問による情報収集 

  福祉系専門学校の入学者数の減少も続いているが、現在の福祉を目指す学生の思考等

改めて市場調査を行うため、学校訪問を実施する。その結果を踏まえ、今後重視する労

働市場をどこに向けるか判断材料としても活用する。 

 ②学卒向けナビサイトの再利用 

  3年前まで利用していた学卒向けナビサイトについて、応募者の低迷傾向により現在

利用していない。 

  一方、児童関係人材確保においても、内定者数の伸び悩みがある。そこで、以前、高

齢・児童併せて法人として一つのサイトを利用していたが、職種に特化したサイトの利

用に切り替え、サイトの利用効果を再度確認する。今年度はまず、児童養護職員に特化

してナビサイトを利用する。 

 

５．労務管理面 

(1）人事管理システム、給与支給システムの運用 

 システムをより効率的に、確実に運用し維持するとともに、次期のシステム入替を 

想定し、現システムの有効性の確認および他社システムの研究を開始する。 

(2）職員が安心して就労継続するための社会保険業務について 

社会保険業務のキャリアを積んだ職員を中心とした担当チームにより、各種制度利用

の提案や、スピーディーに職員からの要望に応え、職員が安心して就労継続できるよう

に継続的に支援、社会保険業務をおこなう。 

(3)「働き方改革」への取り組み 

  国が打ち出した「働き方改革」を踏まえ、同一労働・同一賃金等、今後の具体的な指

針等を踏まえ、且つ、本法人の職員がより「働きやすく」「やる気」をもって就労でき

るよう、現行の雇用形態および給与処遇制度の総点検および必要に応じた見直しを 2021

年度実施に向けて行う。 

(4)労務面における事業所管理職、指導監督職への教育および支援 

人材不足により残業時間が増加し、また、労災発生件数が増加傾向にある。 

出勤簿への正しい記入方法や労働時間に係る法的ルールの知識、労災の基本的な考え

方・知識が分かるような資料を作成するなど、管理職・指導監督職が確実に労務管理

を行うことができるよう支援するためのツールを開発・検討する。 

 

６．会計管理面 

⑴正確な処理、確実性の向上について 

本年度も、決められた納期までに確実に会計業務を行うことを目標に業務整理、効率

化を進めながら継続的に実現する。 

このことにより、経営トップが刻々と変化する取り巻く情勢に迅速に対応できるよう

経営判断材料をアウトプットする。同時に各事業所管理職にも月次収支状況を配信し、

実態の把握及び分析を事業所単位で実施できるようにする。 

⑵収入予測、状況把握 

各事業所の収入の増減に関わる環境変化、状況変化の情報を事業所から定期的に収集
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することにより、実態に合った収入の予算だてを行えるようにすると共に、それにより

総務部としても各事業所の状況把握ができるようにする。 

(3)会計監査人について 

昨年度の国の設置基準見直しの動きから、本法人は 2023年度から適用となる見通し

となった。今後を踏まえ、一昨年度に行った選定作業により絞り込んだ受託業者数社

との情報交換は継続していく。 

 

７．経営基盤強化・施設設備整備について 

中心荘第一老人ホームは、開設より４０年目を、中心荘第二老人ホームは３５年目

を迎え、引き続き今後の方向性の検討を進めるための取り組みをおこなう。 

ショートステイ縮小、在宅部門の経営実績の伸び悩みを背景に厳しい財政の中、確

実にプラスの収支差額を生み出し、移転改築や設備維持を実現化するために、2019年度

は以下のとおり取り組む。 

⑴法人全体の取り組み 

①コストダウンの取り組み 

業務委託や物品調達にあたり（中規模の設備入れ替えや、法人全体で大量購入して

いる物品の購入、水道光熱費等）入札を行うなど、法人全体のコストダウンにつなげ

る取り組みについて、前年度に引き続きコンサルタント業者や取引業者等を効果的に

活用しながら進めていく。 

また前年度実施した、電気や携帯電話の契約見直しの効果の確認を行い、今後のコ

ストダウンの取り組みに活かしていく。 

②積立金の利用計画 

  法人全体の収支状況の改善も踏まえ、下記(2)の各拠点の修繕に向けて、積立金を

どのように運用するかについて、積立金の状況、設計監理事務所や保守業者からの情

報、行政等公的機関からの補助金・助成金の情報を踏まえ、今後の運用計画案策定に

向け、準備を進める。 

 

⑵拠点ごとの取り組み 

①中心荘第一老人ホーム・第二老人ホームは引き続き今後の方向性の検討状況を踏まえ

つつ、大規模な修繕は行わず、こまめな対応をしていくことで維持する。 

②えびな南高齢者施設においては、開設より 21 年を迎え、浄化槽設備等の給排水設備

や外壁等、更新工事の必要が生じてきた。設計事務所と調整を図りながら、どの箇所

から着手するか、優先順位をつけ計画的に実施していく。 

③えびな北高齢者施設においては、修繕や設備更新の必要性が生じた際は、大きな資金

が必要となる。今後修繕、設備の資金を蓄えることができないと、いざというときの

資金繰りに窮する。今は、設備や器具の正しい使い方を熟知し、こまめに整備・修繕

することによって、更新期までに不要な修繕費用の発生を抑えたい。 

④中心子どもの家および相模原南児童ホームは、5％の黒字を維持するとともに、建物

説備の修繕コストを各拠点の中で吸収できるように収支バランスを調整する。そのう

えで資金を蓄え、小規模ユニットグループケアへの移行や、入所者人数減に伴う収入

減に向けた施設整備等積立金、人件費積立金の積み立てを視野に入れていく。 
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８．２０２０年度総務部年間予定（主な定例事項） 

 法人総務 財務会計 人事労務 

※求人活動通年実施 

４月  ・各種補助金申請 

・各種補助金報告 

・決算整理 

・辞令交付 

（昇給・昇進・異動） 

・各種職員異動届 

５月 ・監事監査 ・決算整理 

・法人税・消費税確定申告 

・一次補正予算準備 

・健康診断（７月まで） 

・医療機構掛け金納付 

６月 ・理事会（えびな北） 

・評議員会（えびな北） 

・情報公表、現況報告 

・法人資産登記 ・労働保険年度更新 

・処遇改善報告 

・期末手当支給 

７月   ・辞令交付（昇給） 

・社会保険算定基礎届 

・内定者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

８月  ・二次補正予算準備  

９月 ・理事会（相模原南） 

・評議員会（相模原南） 

  

１０月  ・三次補正予算準備 ・辞令交付（昇給） 

・内定式 

１１月  ・三次補正予算準備 ・健康診断（１２月まで） 

・法人内職員意向面談 

１２月 ・理事会（えびな北） 

・評議員会（えびな北） 

・財務指標提示 ・ＥＰＡ受入 

・期末手当支給 

・年末調整 

１月  ・当初予算編成準備 

・各種補助金変更申請 

・法定調書提出 

・給与支払報告書提出 

・辞令交付（昇給） 

・職員配置計画案 

２月 ・諸規程改定 ・自動車保険更新 ・処遇改善計画提出 

・人件費予算組立 

３月 ・理事会（相模原南） 

・評議員会（相模原南） 

・施設賠償保険更新 ・労使協定書作成 

・新任職員研修 

・労働契約書準備 

・一時金支給 
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Ⅴ．ユニバーサル就労支援事業（UW）事業の計画 

 

１．事業方針 

2020年度に本事業は 7年目となる。 

対象者を一切限定せず、「働きたいけれど働けずにいる人」からの相談を受け付ける就

労支援事業を開始し、6年が経った。相談者は、就労だけでなく複雑で多岐にわたる困難

な背景を持ち、どこに相談していいかわからない方がほとんどである。そのため多方面と

の連携や支援のノウハウを要し、支援期間も長期間となるケースが多い。 

この 6年間で行政や他の関係機関との連携体制が整い、支援ノウハウも構築できた。多

くの相談を受け、就労や社会参加という成果にも結び付いてきた。ある程度支援が行き渡

ったこともあり、相談件数は落ち着いてきている。一方で、事業を開始した当初に支援し

た方々からの再相談も多く、一度困難を抱えた方々にとって就労継続も難しい問題である

ことが伺える。また、中途障害や心身の不調など既存の制度では対応できない困難を抱え

た方々の相談も多く、支援の個別性がより高まっていると感じる。 

他方、職員の不調への対応について企業側から相談を受けることも多くなってきている。

職場で周囲の職員の負担感が増し、疲弊しているケースもある。現在の雇用環境からする

と就職自体はそう難しくないが、職場への定着・継続に向けて、個人と職場双方へのきめ

細かい支援が求められていると感じる。 

就労支援の必要性が周知され、自治体での相談体制も整ってきている今、UW ではより

個別性、困難性の高いケースに対応し、なお制度の狭間になってしまう方々や職場を丁寧

に支援していきたい。 

 

２．事業内容 

 本事業の柱は以下の三点である。 

① 就労困難な人を継続的、多面的に支え、社会参加を実現すること 

② さまざまな事情を持つ個人と、職場との双方をフォローし、つなぐこと 

③ 連携して支援をしていくための地域ネットワークを構築すること 

 

今年度は上記を基本とし、さらに専門性を要する困難度の高いケースや、なお制度の狭

間になっているケースに重点的に取り組んでいきたいと考えている。 

 

具体的な活動内容は以下のとおりである。 

 

項目 内容 

事業の周知・広報 

関係機関への訪問活動、パンフレット配布、広報誌の活

用、ホームページの運用、セミナーや相談会の開催によ

り、支援を必要とする人への情報周知を行う。 

相談支援 

支援を希望する人との面談、継続した相談支援、他の適

した機関へのつなぎが必要な場合には伴走型の支援。 

*目標相談件数 50件 

就労準備支援・就労

訓練支援 

支援を希望する人の要望や事情に合わせて支援計画を作

成。社会参加に向けての就労準備支援と就労に向けて実

践的なトレーニングを積む就労訓練支援を行う。就労ト
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レーニングは中心会内の事業所または他の企業や法人に

依頼して現場で行う。実習中は本人と職場双方をきめ細

かくフォローする。 

＊目標支援件数 30件 

継続支援 
就労訓練後の進路相談、就職活動、職場への定着まで、

継続して伴走型の支援を行う。 

中間就労の機会創

出 

就労訓練から一般就労までの距離が遠く、その狭間で足

踏みしてしまう人に対し、中間的な就労の場を提供する。

（有償コミューター） 

＊目標実施件数 3件 

企業開拓 

UWを理解し、受け入れ先となってくれる企業や事業所を

探し、協力を依頼する。ノウハウを伝え、受け入れ後の

サポートも行う。 

法人内での UW 実習

受け入れのスキル

アップ 

中心会の各施設現場において、UW実習やコミューターを

受け入れる際の実習生・コミューターへの指導・教育・

見立てなどのスキルアップをはかっていく。 

地域ネットワーク

の構築 

行政の担当部署や関係機関、企業、各種法人、団体への

訪問活動を行い、UWへの理解を広め、各分野が連携して

被支援者を支えるための地域ネットワークを構築する。 

UW 担当者のスキル

アップ・関係者との

連携 

UW担当者自身がよりスキルを向上させるため、また関係

機関や関係者との連携をはかるために必要な講座や勉強

会、交流会等に参加する。 

地域への発信 

ホームページ、広報誌、講演の機会などを活用し、UWの

成果を発信していく。それにより、UWの社会的認知度を

高めていく。 

 

 

 

 


